
2 「第三者」に当たらない者

以下の者は「第三者」に当たらないので、登記がなくても所有権を主張することが
できる。

１．無権利者

ケーススタディ29

Ｂが所有権移転登記に必要な書類等を偽造し、Ａ所有の土地につき、勝手に自
分名義の所有権移転登記をした。その後、Ｂがこの土地をＣに売却したとき、Ａ
は登記がないとＣに所有権を対抗することができないのだろうか。

Ａ

Ｃ
売る

（登記）

Ｂ

【結論】
ＢおよびＢから土地を買ったＣは無権利者なので、Ａは登記がなくてもＣに所有権

を対抗できる。

２．不法占拠者・不法行為者

ケーススタディ30

ＢがＡから建物を買い受けたが、まだ登記をしていない。この家は全く権利の
ないＣが不法に占拠していた。この場合、Ｂは登記がないとＣに明渡しを請求で
きないのだろうか。

Ａ（登記）

Ｂ Ｃ

売る
不法占拠

【結論】
Ｃは不法占拠者なので、Ｂは登記がなくてもＣに明渡しを請求できる。
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